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船舶事故調査報告書 

 

                          平成２４年１１月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２３年１１月２６日（土） ０５時５０分ごろ 

発生場所 熊本県天草市下須
げ ず

島南方沖の浅瀬 

 天草市所在の砂
さ

月港
つきこう

出
で

の串
くし

防波堤灯台から真方位２００°３,４０

０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°０９.０′ 東経１３０°０１.４′） 

事故調査の経過  平成２３年１１月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長

崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 石鯛
いしだい

丸、５.５トン 

２９５－３７０１６熊本、個人所有 

 １１.５８ｍ（Lr）×２.７５ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３１６.２７kＷ、平成７年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 昭和５２年３月１８日 

  免許証交付日 平成２０年１１月２１日 

        （平成２６年７月２１日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 ５人（釣り客） 

 損傷 船首船底部に破口及び擦過傷、プロペラ及びプロペラシャフト曲損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客１６人を乗せ、平成２３年

１１月２６日０５時３０分ごろ、天草市牛深漁港を出港し、下須島周

辺の瀬渡し場所へ向かった。 

本船は、船長が、下須島西方沖の平瀬に釣り客２人を降ろしたの

ち、同島南方沖の二子
ふ た ご

瀬
せ

に釣り客２人を降ろすため、約１５ノットの

対地速力で手動操舵により南東進した。  

 船長は、平瀬で釣り客を降ろしたのち、周囲に他船を認めなかった

ので、ＧＰＳプロッターの画面を注視しながら航行し、本船が、二子

瀬付近まで約１００ｍに来たと思ってＧＰＳプロッターの電源を切

り、前方の島等の目標物を探したが、目が暗闇に慣れず、目標物が見

えない状態で航行し、０５時５０分ごろ二子瀬の西方の浅瀬に乗り揚

げた。 
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 本船は、船長が、釣り客に負傷の有無を確認したのち、船体の損傷

を確認したところ、機関室への浸水が認められたため、同業者の船に

連絡を取り、釣り客は同船に移乗させて牛深漁港へ搬送され、本船

も、同業者の船により浅瀬から引き下ろされ、牛深漁港の造船所へえ
．

い
．
航された。 

また、搬送された釣り客中、５人が身体の打撲を訴えたので、救急

車で病院へ搬送したところ、５人共に打撲傷や擦過傷などであった。

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好、月齢 ０.９（大潮） 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０６時５８分 

 その他の事項 

 

 本船のＧＰＳプロッターは、平成２３年６月から７月の間に取り付

けられ、船長は、ＧＰＳプロッターの操作及び見方に不慣れであり、

本事故当時までの使用回数は数回であった。 

 船長は、日頃から、夜間、航行中に瀬渡し場所の瀬が近くなれば、

ＧＰＳプロッターの画面が明るく、前方が見えづらいため、電源を切

り、周囲の島等を目視で確認しながら減速したのち、サーチライトを

点灯して目的の瀬を探していた。 

船長は、本事故当時、いつもより長い時間、ＧＰＳプロッターの画

面を注視していたことから、ＧＰＳプロッターの電源を切った際、目

が暗闇に慣れず、周囲の島を視認できなかったが、減速しないで航行

していた。 

 船長は、乗り揚げた浅瀬は知っていたが、ＧＰＳプロッターの画面

から、浅瀬と本船との距離はまだ十分にあると思っていた。 

 船長及び釣り客は、全員救命胴衣を着用していた。 

本船の最大搭載人員は、旅客１２人、船員２人であり、本事故当時

の乗船人員は最大搭載人員を超過していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、下須島南西方沖を同島南方沖の二子瀬に向けて南東進中、

船長が、ＧＰＳプロッターの画面を見ながら操船しており、二子瀬付

近が近くなったので、ＧＰＳプロッターの電源を切って前方の島等の

目標物を目視で探したが、暗闇に目が慣れず、目標物が視認できない

状態で航行したことから、二子瀬西方の浅瀬に乗り揚げたものと考え

られる。 

 本船は、最大搭載人員を超える釣り客を乗船させていた。 

原因  本事故は、夜間、本船が、下須島南西方沖を同島南方沖の二子瀬に

向けて南東進中、船長が、ＧＰＳプロッターの画面を見ながら操船し

ており、二子瀬付近が近くなったので、ＧＰＳプロッターの電源を切
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って前方の島等の目標物を目視で探したが、暗闇に目が慣れず、目標

物が視認できない状態で航行したため、二子瀬西方の浅瀬に乗り揚げ

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・周囲の状況を把握できなくなった場合、減速するか、又は停船し

て周囲の状況を確認すること。 

・最大搭載人員を遵守すること。 

 




